
平成28年度 
愛知県・岡崎市総合防災訓練 

平成28年8月28日（日） 9時30分～12時 

愛知県医務国保課・西尾保健所・岡崎市保健総務課 



平成２８年度 愛知県・岡崎市総合防災訓練 
１ 訓練の概要 

  「県民総ぐるみ防災訓練」の１つとして、愛知県、岡崎市、  
 各防災機関、地域住民等の参加協力の下、大規模災害発生時 
 に迅速かつ的確な応急活動のための協力体制の確立や地域連 
 携を活かした防災力の強化、防災意識の高揚を図るため、総 
 合防災訓練を実施する。 
 
（被害想定） 
  ８月２８日（日）、駿河湾から日向灘を震源域とする大規 
 模地震が発生し、岡崎市で最大震度７を観測。市内で建物倒 
 壊、火災、鉄道脱線による多数の死傷者や道路損壊、ライフ 
 ラインなどに甚大な被害の発生を想定。 
 
（訓練内容） 
  防災関係機関、医療関係機関、地域住民等の協力の下、避 
 難誘導、要救助者救出、応急救護等の総合的訓練を実施。 



２ 日時及び会場 
   日 時 平成28年8月28日（日）9時30分～11時30分 
  会 場 岡崎中央総合公園（岡崎市高隆寺町） 
   

３ 参加機関 
   愛知県、愛知県警察、岡崎市、岡崎市消防本部、日赤愛知県 
  支部、愛知県医師会、岡崎市医師会、愛知県歯科医師会、 
   岡崎歯科医師会、愛知県薬剤師会、岡崎市薬剤師会、岡崎市 
  民病院、西尾市民病院、刈谷豊田総合病院、県立愛知県看護 
   専門学校、愛知県聴覚障害者協会ほか9団体 
 
４ 訓練内容 
  ①大規模地震により負傷者が大量に発生したことから、応急救 

  護所を設置し、負傷者の応急救護及び医療搬送を行う。 
 
 ②地震により運転中の電車が脱線し、負傷者が多数発生したこ  
  とから、近隣に応急救護所を設置し、脱線事故による負傷者 
  の応急救護及び医療搬送を行う。  



５ 応急救護所の開設・運営等実動訓練の実施 
  ①応急救護所の設置及び役割分担 

 ・岡崎市消防本部が応急救護所設置 
 ・岡崎市民病院DMATの責任医師が現場統括者として応急救護 
  所での医療救護を指揮（各医療救護チームに役割を指示） 
  ＜医療救護チーム＞ 
  岡崎市民病院DMAT、西尾市民病院DMAT、刈谷豊田総合病院 
  DMAT、岡崎市医師会JMAT、日赤救護班 
  ②一次トリアージ 

 ・被災地及び電車事故現場から搬送されてきたという想定で、 
  模擬患者の一次トリアージを行い、症状に応じて、各テン 
  トに振り分けを行う。 
  ③二次トリアージ及び模擬治療 

 ・重症、中等症、軽症、歯科医師会の各テントで二次トリ 
  アージ実施の上、模擬治療を行う。 
  ④救急車による搬送 

 ・医療救護の開設・運営等実動訓練では、救急車による実搬   
  送を行わず、搬送を行った想定とする。 
 ・集団災害事故対応訓練では搬送を行う。 



６ 地域災害医療対策会議（岡崎幸田災害医療対策本部） 
  運用訓練の実施 
  ①応急救護所での情報収集訓練 

 ・応急救護所に連絡員（岡崎市保健所職員）を配置し、患者 
  状況等（例：重症○名、中等症○名）の情報収集 
  ②応急救護所と地域災害医療対策会議（岡崎幸田災害医療対 

  策本部）との情報連絡訓練 
 ・連絡員が、岡崎市無線により地域災害医療対策会議（岡 
  崎幸田災害医療対策本部）へ収集情報の報告 
 ・連絡員からの収集情報を整理し、ホワイトボードに掲示 
 
７ 備蓄医薬品等輸送訓練の実施 
  ①薬剤師会からの不足医薬品の支援要請書を岡崎幸田災害医療 

  対策本部を通じて、県医療救護活動本部へ要請 
 ②県医療救護活動本部から支援医薬品を備蓄テントへ搬送 
  テント内で仕分けの後、薬剤師会テントへ運搬 
 ③薬剤師会からの要請医薬品受領書を岡崎幸田災害医療対策本 
  部を通じて、県医療救護活動本部へ報告 



 
 





開会式 訓練会場全景 

地域災害医療対策会議 
（岡崎幸田災害医療対策本部） 

愛知県薬剤師会 災害対策本部 



DMAT指揮所テント 



トリアージテント 



赤（重症者）テント 

黄（中等症者）テント 



緑（軽症者）テント 

黒（死亡者）テント 



歯科医師会テント 

薬剤師会テント 備蓄医薬品テント 



検案テント 

検視班 身元確認班 

遺体 



遺体安置テント 

その他（災害現場） 



集団災害（電車脱線）事故対応訓練 



閉会式 


